
昭
和
二
十
四
年
五
月
十
四
日 

答

弁

第

一

九

号 

     

衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
引
揚
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

衆
甲
第
三
一
号 

昭
和
二
十
四
年
五
月
十
四
日 

衆

議

院

議

長 

幣

原

喜

重

郞

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

 

田 
 

茂 

（
質
問
の 

一
九
） 



衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
引
揚
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
、
ソ
ヴ
イ
エ
ト
側
よ
り
引
揚
再
開
の
通
告
及
び
こ
れ
が
実
施
の
た
め
の
配
船
要
求
が
未
だ
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

一
、
わ
が
方
に
は
な
い
と
日
本
政
府
は
考
え
て
い
る
。 

一
、
引
揚
促
進
方
総
司
令
部
を
通
じ
ソ
側
に
懇
請
を
続
け
て
行
く
心
算
で
あ
る
。 

一
、
ソ
連
内
の
ふ
虜
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
総
司
令
部
を
通
じ
ソ
連
政
府
に
要
請
し
て
い
る
が
、
未
だ
な
ん
ら
回
答
が
な 

い
。 な

お
、
國
内
に
お
い
て
は
、
政
府
は
引
揚
者
及
び
留
守
家
族
等
よ
り
の
申
告
に
よ
り
個
人
的
消
息
の
蒐
集
に
努
め
て
い

る
。 な

お
、
中
共
地
区
よ
り
の
引
揚
は
、
彼
の
地
の
情
勢
上
目
下
実
行
困
難
の
状
況
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




